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~~lをしていて盟問に忠ゥとこと.医師または恕者さんに間1)、れて回ったこと.医師!こ弘fE閉会して対応したがいまひと

得でさないこと.ありまゼんか? 皆さんの定問に各分野の硲門宮がtft答えいたし

こ質問をあ容t!くどさl¥..聖JItIユ38頁にあります。えよ33.回答は」料品にt6'!することにふつてのみf'1います。電話やフ yクシ

ミリによる凶答IJご背妙くださL¥.， また..1.'殊なっースの白問lふ J幸町されはいこともありますのであらかじめこ7承ください

2010年4月 1日より.処方せん棒式に「医

療機関コード」欄なとが設けられ.調剤レセフ

トにも転記することが必要となりましたが.9月30固

までに交付された処方せんについては記載を省略する

ことが認められていました。10月 1日以降に交付さ

れた処方せんに「医療機関コードJなどが記載されて

いなかった場合は.調剤レセブトへの記載はどうすれ

ばよいのでしようか。 (匿名希望)

2010年10月l日以降に交付された保険処方せ

ん(以下，処方せん)に「医療機関コードJなど

が記載されていなかった場合には，処方せんを交付し

た保険医療機関に連絡して確認するか，地方厚生(支)

局のホームページ上で公表されている医療機関コード

の一覧などを調べて，調剤レセプトに転記することが

必要です。

2010年度診療報酬改定において処方せんの様式が

一部改正され.r都道府県番号」欄 (2桁).r点数表番

号」欄(I桁)， r医療機関コードJ(7桁)欄が追加され

ています。これにより. 2010年4月1日以降に交付さ

れた処方せんについては これら番号もしくはコード

の記載が必要となりましたが 半年間の猶予措置が設

けられ，同9月30日までの聞に交付された処方せんに

ついては省略することが認められていました。そし

て，調剤レセプトについても処方せんと同様，これら

を転記するための欄が設けられ，同9月30日までに交

付された処方せんについては記載省略が認められてい

ました (表1)。

すなわち， 2010年 10月1日以降に交付された処方
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せんについては，猶予措置の対象とはならないため，

処方せんや調剤レセプトに「医療機関コードJなどの

記載を省略することはできません。これらを調剤レセ

プトに記載せずに保険請求した場合は，記載事項不備

として取り扱われてしまうことになるでしょう。

もし 2010年10月1日以降に交付された処方せん

で「医療機関コードJなどが記載されていなかった場

合，保険薬局においては， ①処方せんを交付した保険

医療機関に直接確認するか，または，②地方厚生(支)

局のホームページヒで公表されている医療機関コード

の一覧を調べるなどにより， 調剤レセプトに転記する

ことが必要になりますので.記載もれとならないよう

十分注意してください。

先日.rヤーズ配合錠」が薬価収載されました

が. 1シート(実薬24錠，フラセポ4錠)を単

位とする薬価となっています。保険請求する場合.調

剤料や薬剤料はどのように計算するのでしょうか。

(匿名希望)

調剤料は28日分の内服薬として，また， 薬剤*1

は1日薬価を246.50円として剖ー算してください。

「ヤーズ配合錠Jは月経困難症を効能 ・効果とする

医薬品で. 2010年9月17日に薬価収椛されました。

同製剤は，有効成分を含有する錠剤(実薬銃)が24錠，

そして，有効成分を含有しない錠剤(プラセボ錠)が

4錠，合計28錠を 1シートとするもので. 1シー トあ

たりの薬価が設定されています (6.900.60円)。

しかし同製剤は.1日1回l錠の28日分を連続服用



表 1 「医療機関コードJなどの記載について
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別紙2 診療録等の記載上の注意.事項

第5 処方せんの記載上の注意事項

4の2 r都道府県番号J.点数表番号J 友びf医篠機関コー ト」欄について

「都道府県番号j欄には，保険限療機関の所tlする都道府県番号2桁(診療報酬明細沓に記

載する都道府県番号と同様の番号)を記載すること。「点数表番号」州には， 医科は 1を， 歯

科は3を記載すること。「医療機関コード」欄には，それぞれの医療機関について定められた

医療機関コード7桁 (診療報酬明細ldに記載する医療機関コードと同級の番号)を記載するこ

と。また，健康保険法第63条第3項第2号及び第3号に規定する医療機関については. r医療

機関コード」欄に f9999999J の 7桁を記載すること 。 なお.これらの記載について佳ι二f~
笠~ 9 旦 30旦主主空間は省略することができる も丘主主主i
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別紙1 診療報捌請求書等の 己載要領

W 調剤l報酬請求ill及び調布l報酬明細書に関する事項
第2 調剤報酬明細書の記載要領(様式第5)

2 s:島知l報酬明細書に関する事項

(14) r保険医療機関の所在地及び名称、」欄.f都道府県番号」欄. f点数表番号」側及び「医
療機関コードj側について

処方せんを発行した保険医(以下 「処方低」という。)が診療に従事する保険医療機関の所在

地，名称，都道府県ー番号，点数表番号及び医療機関コードを処方せんに基づいて記llocするこ

と。また，外来服薬支援科及び退院時共同指滋料に係る明細書については記載しないこと。

| しこと
なお， 電子計算機の場合は，例外的に所在地及び名称をカタカナで記載しでも差し支えな
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〔厚生労働省 「彩縦報酬前求啓等の記載禁領等についてJ(昭和51年8月7日保険発第82号)より抜粋〕

する内服薬で，実薬錠かプラセボ錠かに関係なく lシー

トを 1つの医薬品として薬事承認されたものであるこ

とから，調剤料は28日分として計算してください。

一方，内服薬の薬剤料は，1日薬価を所定単位とし

て計算することになっているため，1シートあたりの

薬価のままでは算定することができません。そのた

め，厚生労働省の通知では， 1錠あたりの価格(すな

わち l日薬価)を246.50円として取り扱うよう明記さ

れています (表2)。また 薬価収載から l年以内の新

薬は上限 14日分以内という投与量ーの制限が設けられ

ていますが，同製剤については「特例的」に 30日分と

して取り扱うことが認められています。

したがって，ヤーズ配合錠については，処方せんに

11シート jとして記載されると思いますが，調剤レセ

プトによる保険請求の際には 11日l回 28日分Jとし

て取り扱う(記載する)ことになります。

表2 ヤーズ配合錠の取り扱いについて
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2 薬価基準の一部改Eに伴う留意事項について

(1) ヤーズ配合錠

① 本製剤の効能・効果は， f月経困難症」であること。

② 本製剤が避妊の目的で処方された場合には，保険給

付の対象とはしないこと。

③ 本製剤は，新医薬品 (中略)として承認されたもので

あるが.本製剤lに係る(中略)投薬期間帯IJ限(]4日間を

限度とする)の適用に当たっては，本製剤lの効能・効果

に係る疾患の特性や治験の成紙を勘案し，特例的に当該

の投型姐血盟主 14日間一盟主く...3.Q.且盟主してj也並
うこと。

④ 本製剤は1シートに有効成分を含有する錠剤(実楽錠)

を24錠及び有効成分を含有しない錠剤(プラセボ錠)を

4錠，合計28錠を含む製剤であり ，その用法・用量か

ら，原則，シート の形態で処方されるものであるため，

実薬ー鍾旦立プ ラセ 主盤旦区 別集i← 本 製型よ盤主
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[厚生労働省「使用薬剤の薬価(薬価基幣)等の一部改正についてj
(平成22年9月17日保版発第0917第1号)より抜粋〕




